
４４４４----２２２２　　　　市町市町市町市町のののの事務実態事務実態事務実態事務実態やややや意見意見意見意見
【住民による評価】  ・権限移譲によって事務手続きが市町に変わったことについて，総じて高い評価  ・約７～８割の住民が市町で行う方がよいと回答（旅券，農地法，浄化槽，医療従事者免許）【市町の評価】  ・市町の約８割は移譲された事務が住民サービスの向上に繋がったと評価  ・市町の事務処理や住民の事務手続きが市町で完結している事務について評価が高い。  ・僅少な事務や専門性の高い事務など事務の習熟性に問題がある事務については，市町で  　処理が完結できないなど，住民への適切な対応を懸念  ・市町が総合的な行政を担うにあたり，権限移譲が一定の効果を発揮したかについては，  　どちらともいえないとした市町が多数。但し，市町のまちづくりに,移譲した事務を活用  　し,地域の実情に応じた取組が行われている事例もある。
４４４４----１１１１　　　　移譲移譲移譲移譲されたされたされたされた事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限にににに対対対対するするするする住民住民住民住民やややや市町市町市町市町のののの評価評価評価評価

権限移譲の検証について

案)

１１１１　　　　検証検証検証検証のののの目的目的目的目的

２２２２　　　　分権改革推進計画分権改革推進計画分権改革推進計画分権改革推進計画のののの実績実績実績実績についてについてについてについて

３３３３　　　　検証内容等検証内容等検証内容等検証内容等

４４４４　　　　調査結果調査結果調査結果調査結果（（（（CHECKCHECKCHECKCHECK））））

４４４４----３３３３　　　　コストコストコストコストのののの状況状況状況状況についてについてについてについて

　■　検証の視点　　　・住民サービス，コスト，市町の総合評価など　■　検証内容　　　【住民サービス】    ・権限移譲によってサービスが変化したことを，住民がどう受け止めているか　　　【コスト】    ・市町のコスト(経費)の実態把握　　　【市町の総合評価】    ・権限移譲の成果と課題    ・未移譲の要因　　　【その他】    ・移譲の進め方，協議方法，新規・追加要望事務，継続困難事務等　■　調査方法    ・市町の実態調査，窓口調査

【移譲事務・権限の処理等の実態】  ・全体の約１割の移譲事務・権限の執行が困難になっている。その理由として事務の習得  　や維持への不安，体制整備への懸念をあげている。【県への支援要望】  ・県の助言の継続や実践的な研修への改善等を求めている。【未移譲事務の要因】  ・専門職員の確保や体制の確保，事務の僅少性など複数の理由をその要因としてあげている。【移譲項目や権限移譲の進め方】  ・移譲協議は，これまで以上に十分に協議時間等を確保するととともに，必要な資料を整理・  　提示すべき。  ・移譲の進め方は，市町の実情（市町の体制，要望する権限等）に応じて行うべきであると  　いう意見が多い。【コストの状況】　・移譲事務交付金と市町の積算額には，全体で▲１．９億円の乖離が発生している。　・旅券，農地転用等特定の事務にコスト乖離が集中している。　・市町により乖離状況は異なるが，１０万人未満の中小規模市町では，概ね県の交付額　　内で処理されているが，１０万人を超える市は市の積算額が交付額を上回っている。【乖離の要因】　・乖離額の要因は，人件費が▲２．６億円，物件費が＋０．７億円　・人件費は，事務処理時間の増が大きな要因となっており，移譲後間もないことから、　　市町間で事務処理の習熟度に差が発生している。また，旅券など嘱託員で処理して　　いる事務について，嘱託員の人件費単価で積算すると乖離額は縮小される。　・法律改正による事務量の増加を移譲事務交付金に反映していない事務があった。

○分権改革推進計画(平成１６年１１月策定)に基づき，地域づくりの総合的な行政主体と　しての基礎自治体の構築を目指して，市町への事務・権限の移譲を推進してきた。○計画策定後５年間が経過し，今後の権限移譲のあり方を検討するため，現計画に基づく　権限移譲の成果と課題を検証した。
　平成２３年２月２１日　市町行財政課

【成果】  ・権限移譲によって市町で完結したサービス提供については，住民や市町から評価されている。  ・市町の行政ニーズと移譲事務が一致し，市町の主体的な取組みが可能となる場合，市町の  　まちづくりに効果を発揮している。  ・適切な体制が確保され、県が必要なフォローアップを実施することにより，市町での事務    処理は可能【課題】  ・主に専門性や僅少性のある事務については，自らの判断で適切に対応できるか不安を感じており  　県からの適切なフォローアップが受けられるかどうか懸念を持っている。  ・移譲事務交付金と市町の積算額には，乖離が生じている。  ・権限移譲の進め方は，より市町の規模，体制などの実情に応じた進め方にする必要があると  　いう意見が多い。  ・市町は行財政改革に基づく定数削減を行っているなかで，更なる移譲を望んでいない。

４４４４----４４４４　　　　まとめまとめまとめまとめ

■　移譲対象事務    ・現計画上の移譲対象事務は１８９事務    ・１８９事務の２３市町移譲対象事務延数は３,３８４事務    ・このうち，制度的制約などのない，２,４４６事務を対象に移譲協議を実施■　基本的な進め方    ・市町の規模による差を設けず，大幅な権限移譲を進める。    ・市町の実情に応じ，各市町との間で構成する事務移譲具体化協議会により推進    ・特例条例方式による移譲を基本とし，財源措置や人的支援等を行いながら推進■　推進期間    ・平成１７年度～２１年度（５年間）
２２２２----１１１１　　　　市町市町市町市町へのへのへのへの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲のののの考考考考ええええ方方方方（（（（PLANPLANPLANPLAN))))

■　移譲状況    ・平成２２年４月現在で，移譲対象事務（2,446事務）のうち73.9％が移譲    ・２３市町のうち半数は，進捗率が７０％を超える。    ・分野別では，住民に身近な福祉サービスや保健サービス，事業活動や土地利用の    　分野の進捗率が高いが，公物管理（道路・河川・港湾等）の分野での    　進捗率は低い。■　推進体制    ・知事をトップとした全庁的な体制を構築～分権改革推進本部    ・県と市町との協議体制の整備～市町毎に事務移譲具体化協議会を設置■　財源措置    ・県で実施する場合の経費を基に，適切に財源措置～移譲事務交付金     （算定の簡素化や透明化）■　人的支援    ・県職員の派遣や市町職員の研修受入を実施し，専門的人材の育成等の支援　

２２２２----２２２２　　　　市町市町市町市町へのへのへのへの移譲移譲移譲移譲のののの状況状況状況状況（（（（DODODODO))))

-1-



５５５５　　　　今後今後今後今後のののの取組取組取組取組（（（（ActionActionActionAction))))５５５５－－－－１１１１　　　　考考考考ええええ方方方方

〇〇〇〇移譲移譲移譲移譲したしたしたした事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限のののの効果効果効果効果をををを高高高高めるためめるためめるためめるため，，，，市町市町市町市町のののの習熟度習熟度習熟度習熟度をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに，，，，市町間市町間市町間市町間のののの連携連携連携連携

　 　 　 　 によるによるによるによるノウハウノウハウノウハウノウハウのののの共有化共有化共有化共有化をををを図図図図るるるる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを検討検討検討検討

〇〇〇〇専門性専門性専門性専門性やややや僅少性僅少性僅少性僅少性のあるのあるのあるのある事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限などなどなどなど，，，，事務処理事務処理事務処理事務処理やややや判断判断判断判断にににに関関関関するするするする課題課題課題課題のののの解決解決解決解決についてはについてはについてはについては，，，，

　 　 　 　 県県県県のののの実務実務実務実務レベルレベルレベルレベルのののの低下低下低下低下をををを懸念懸念懸念懸念するするするする声声声声をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，今後今後今後今後３３３３年間集中年間集中年間集中年間集中してしてしてして実施実施実施実施

それぞれの地域ごとに異なる住民のニーズや地域課題に対応するため，それぞれの地域の視点から，市町が複数の分野の政策を総合的かつ柔軟に検討・立案するための選択肢を県は用意し，市町の主体的な取組に対し必要な支援を行いながら移譲を進めることとする。■
行政が住民の多様なニーズに対し適切に対応していくためには，住民に身近な基礎自治体が，地域づくりのための総合行政を，自己決定・自己責任により提供し，地域の創意工夫により個性豊かな地域社会を築いていくことが求められている。　そのため，各市町が地域的な特性などにより異なる住民のニーズや地域の課題に対し，効率的かつ効果的にサービスを提供するシステムを主体的に構築する必要がある。■各市町各市町各市町各市町がががが地域的地域的地域的地域的なななな特性特性特性特性などによりなどによりなどによりなどにより異異異異なるなるなるなる住民住民住民住民ののののニーズニーズニーズニーズやややや地域地域地域地域のののの課題課題課題課題にににに対応対応対応対応するためするためするためするため，，，，県県県県

がががが市町市町市町市町にににに移譲可能移譲可能移譲可能移譲可能なななな事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限をををを整理整理整理整理・・・・提示提示提示提示しししし，，，，市町市町市町市町のののの主体的主体的主体的主体的なななな選択選択選択選択にににに基基基基づくづくづくづく移譲移譲移譲移譲をををを実施実施実施実施

◇事務処理方法の伝達を主とした支援に加え，より実践的な事務習得に繋がる支援や市町の研修　参加機会を拡大するなどの取組を市町のニーズや支援効果を適宜把握しながら実施　　・事例研修（事例集を含む）など演習型研修の実施　　　また，監査や現地検査などについては，市町のニーズに応じて県が同行や側面支援を実施　　　するなど現地での実践的な支援を併せて実施　　・旅券など申請件数が多く，市町において複数人対応する必要がある事務・権限の執行の　　　ため，参加機会を拡大　　・外部機関の研修については，その参加機会の拡大に向け働きかけを実施

◇助言指導など個別支援については，市町の課題に対し，市町が自らの判断をより活かして  問題解決を図っていくような支援として助言指導を実施◇各市町が相互に意見交換やノウハウの伝達ができるなど情報共有が可能となるような取組　を実施　
これまでこれまでこれまでこれまで移譲移譲移譲移譲したしたしたした事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限についてはについてはについてはについては，，，，課題課題課題課題のののの解決解決解決解決とととと成果成果成果成果のののの拡大拡大拡大拡大によりによりによりにより，，，，権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲のののの

効果効果効果効果をよりをよりをよりをより発揮発揮発揮発揮させるためのさせるためのさせるためのさせるための取組取組取組取組をををを実施実施実施実施それぞれの市町の実情に応じ，住民サービスの視点や市町の自主性・自立性の観点から，これまで市町に移譲した事務・権限の効果がより発揮されるようにするため，市町が抱えている課題を解決するとともに，移譲した事務・権限の完結性を高め独自性が発揮できるなど成果の拡大に結びつく取組を実施する。■

５５５５----２２２２　　　　課題課題課題課題のののの解決解決解決解決とととと成果成果成果成果のののの拡大拡大拡大拡大

◇県交付額と市町積算額の乖離の主な要因は習熟度による市町の事務処理時間のバラツキで　あることから，下記の取組を実施移譲事務交付金移譲事務交付金移譲事務交付金移譲事務交付金についてはについてはについてはについては，，，，適切適切適切適切なななな財源措置財源措置財源措置財源措置となるようとなるようとなるようとなるよう必要必要必要必要にににに応応応応じたじたじたじた見直見直見直見直しやしやしやしや，，，，事務処理事務処理事務処理事務処理

時間時間時間時間のののの平準化平準化平準化平準化をををを図図図図るためにるためにるためにるために支援支援支援支援をををを実施実施実施実施

　◇今後とも，市町の意見を十分聞きながら，必要に応じて見直しを実施

・事務処理の簡素化に向けた検討やノウハウの伝達などの意見交換・移譲事務の事務処理方法に関する資料や質疑応答・事例などについて，市町間で情報　共有を推進（例：権限移譲情報ＢＯＸ）・県全体でも僅少な事務などノウハウの蓄積が困難である事務・権限については，過去　の処理事例などを情報化し，今後事例が発生した場合に参考となる事例も蓄積

市町市町市町市町のののの事務処理事務処理事務処理事務処理やややや住民住民住民住民のののの事務手続事務手続事務手続事務手続きがきがきがきが，，，，市町市町市町市町においてよりにおいてよりにおいてよりにおいてより完結完結完結完結したものとなるようしたものとなるようしたものとなるようしたものとなるよう改善策改善策改善策改善策

をををを検討検討検討検討しししし，，，，市町市町市町市町のののの意向等意向等意向等意向等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ可能可能可能可能なものからなものからなものからなものから実施実施実施実施

　・手続き上必要な書類の簡素化について，県民にとってより効果があがる場合については　　その必要性を含め検討し，国への制度提案を含め，そのあり方等を検討◇住民にとって手続きが簡素化できる視点がないかどうか，その手続きの必要性を含め　随時検討
　・他の法令に関係する手続きが県・市町に跨るものについては，それぞれの市町の実情に　　応じ，住民サービスの視点や市町の自主性・自立性の観点からより市町においてその効　　果が発揮される場合,市町の実情や意向を踏まえ，県の事務・権限の移譲を検討　・移譲事務において県外部機関への諮問などを要する事務・権限については，その必要性　　を検討し，制度提案を含め改善の検討を行うとともに，制度変更を行う場合は，円滑な　　移行を検討

◇手続きが県・市町に跨る事務・権限については，市町において移譲の効果が発揮される　場合は，市町の実情や意向を踏まえ移譲

・事務処理時間の平準化のため，習熟度の向上などが図れるよう支援　　巡回研修や実務研修などによる事務処理の習熟度向上等・法改正等による必要に応じた見直し　　法改正により法定受検率がアップした浄化槽法の事務について見直し
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成果成果成果成果のののの拡大拡大拡大拡大完結性完結性完結性完結性をををを高高高高めるめるめるめる取組取組取組取組

○○○○これまでこれまでこれまでこれまで移譲移譲移譲移譲したしたしたした事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限についてはについてはについてはについては，，，，市町市町市町市町ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた支援支援支援支援などなどなどなど課題課題課題課題をををを

　　　　解決解決解決解決するためのするためのするためのするための取組取組取組取組やややや，，，，完結性完結性完結性完結性をををを高高高高めるなどめるなどめるなどめるなど成果成果成果成果をををを拡大拡大拡大拡大させることがさせることがさせることがさせることが必要必要必要必要

○○○○実効性実効性実効性実効性あるあるあるある取組取組取組取組にするためにするためにするためにするため，，，，市町市町市町市町のののの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた進進進進めめめめ方方方方にすることがにすることがにすることがにすることが必要必要必要必要

検証結果検証結果検証結果検証結果のののの反映点反映点反映点反映点

課題課題課題課題のののの解決解決解決解決

住民住民住民住民のののの事務手続事務手続事務手続事務手続きのきのきのきの観点観点観点観点住民の事務手続きが改善できるものについては，住民の視点からの検討を行い可能なものから実施



５５５５　　　　今後今後今後今後のののの取組取組取組取組（（（（ActionActionActionAction))))
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市町での事務処理が円滑に実施できるような支援や，事務処理の効率化について検討を実施◇市町での事務処理が円滑に実施できるような支援を実施
◇市町の事務処理の効率化の検討
◇分権改革推進計画策定後の情勢変化により県の役割が大きく変化し，市町へ権限　移譲することにより，著しく住民サービス等に影響が及ぶ事務・権限はそのあり方　を検討

・市町の習熟度の向上を図るための取組を実施・県道管理など県と市町で連携が必要な事務・権限については，県・市町間に　おけるスムーズな事務処理がなされるように，役割分担を再確認するととも　に，連携体制を構築・県から要求する実績等報告については，極力集約化・簡素化を検討し，可能な　ものから順次実施・市町から県への手続きのうち，事務処理の省略化や効率的・効果的になる事務・　権限については移譲対象に追加

◇移譲事務・権限のフォローアップや，移譲事務・権限に関する効果などの情報交換　などを行い，移譲した事務・権限がより効果的になるよう，情報の共有化を実施 ◇市町の事務処理に係る義務付け・枠付けについては，国の地域主権戦略大綱の　法制化の働きかけ等も含め，市町の裁量権が一層拡大する取組を実施◇市町が独自の取組を行う場合，全庁的な支援を検討

市町市町市町市町がががが，，，，それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの住民住民住民住民サービスサービスサービスサービスやややや地域課題地域課題地域課題地域課題にににに対対対対しししし独自性独自性独自性独自性をををを発揮発揮発揮発揮できるようできるようできるようできるよう，，，，県県県県とととと

市町市町市町市町のののの連携連携連携連携やややや市町市町市町市町のののの裁量権裁量権裁量権裁量権のののの拡大等拡大等拡大等拡大等にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを実施実施実施実施 ５５５５－－－－４４４４　　　　国国国国のののの地域主権改革地域主権改革地域主権改革地域主権改革へのへのへのへの対応対応対応対応
◇現在，国において検討されている「基礎自治体への権限移譲」に係る事務・権限のうち法制化　されない事務・権限については，市町の意向に応じ，特例条例での移譲により適宜対応◇｢基礎自治体への権限移譲｣の法制化を踏まえ，市町への円滑な移譲に向け取組む。

・既存の担当者会議等の活用を含め移譲事務・権限に関する意見交換の場を設置　（全ての市町に移譲した事務・権限においても「連絡調整」を行う場の設置を検討）・移譲全般に係る事項の調整や，市町からの求めに応じた市町間の連携方策の検討 国国国国のののの地域主権改革地域主権改革地域主権改革地域主権改革のうちのうちのうちのうち「「「「基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体へのへのへのへの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲」」」」のののの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては，，，，法制化法制化法制化法制化のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まままま

ええええ，，，，移譲移譲移譲移譲がががが円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施できるようできるようできるようできるよう適切適切適切適切にににに対応対応対応対応

５５５５----２２２２　　　　課題課題課題課題のののの解決解決解決解決とととと成果成果成果成果のののの拡大拡大拡大拡大（（（（続続続続きききき））））

移譲協議移譲協議移譲協議移譲協議にににに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，市町市町市町市町においてにおいてにおいてにおいて，，，，よりよりよりより十分十分十分十分なななな移譲移譲移譲移譲のののの検討検討検討検討ができるようができるようができるようができるよう配慮配慮配慮配慮◇協議に当たっては，事務の実施に必要な財源，実施に当たっての必要な機材や資料，懸案事項や　事務処理方法などについて，市町に情報提供を行うとともに，市町において十分移譲の検討を　可能とするための時間を確保◇個々の移譲協議が終了し，移譲が決定した事務・権限について，県と市町との間で取り決めた事項　（市町への移譲を完了させる目標時期，県の財源措置，支援策，その他必要な取り決め事項）を　県・市町が双方で確認（全ての事務・権限について表記せず，その都度決定）独自性独自性独自性独自性をををを高高高高めるめるめるめる取組取組取組取組

市町市町市町市町のののの事務処理事務処理事務処理事務処理のののの観点観点観点観点

◇「移譲可能リスト」に掲載する事務・権限は，「分権改革推進計画」における事務事業移譲項目　一覧表に掲載している事務・権限を基本に，市町に移譲が可能である事務・権限を掲載する。◇「移譲可能リスト」に掲載されていない事務・権限でも，市町が地域課題等を解決するため，　市町が県に移譲を希望する事務・権限がある場合は，県がリストに掲載可能かどうか検討の上，　可能な限りリストに掲載する。
移譲可能移譲可能移譲可能移譲可能リストリストリストリスト

５５５５----３３３３　　　　市町市町市町市町のののの主体的主体的主体的主体的なななな選択選択選択選択にににに基基基基づくづくづくづく移譲移譲移譲移譲
地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた移譲移譲移譲移譲をををを行行行行うためうためうためうため，，，，市町市町市町市町のののの希望希望希望希望するするするする事務事務事務事務・・・・権限権限権限権限をををを含含含含めめめめ県県県県はははは移譲可能移譲可能移譲可能移譲可能なななな事務事務事務事務・・・・

権限権限権限権限をををを「「「「移譲可能移譲可能移譲可能移譲可能リストリストリストリスト」」」」としてとしてとしてとして整理整理整理整理・・・・提示提示提示提示しししし，，，，そのそのそのその上上上上でででで市町市町市町市町がががが主体的主体的主体的主体的にににに選択選択選択選択したしたしたした上上上上でででで移譲移譲移譲移譲をををを実施実施実施実施◇地域毎に異なる住民ニーズや課題に対し，権限移譲を求める市町からの主体的な申し出に基づいて　権限移譲を行うことを基本◇市町が移譲を希望する事務・権限については，県は可能な限り積極的に対応◇毎年度，県は移譲事務・権限について市町の受入の意向を確認し，この意向に基づいて移譲協議　を実施◇共同処理等については，市町からの協力要請等を踏まえて，県は必要に応じて支援



傾向 要因○住民アンケートを行った事務（旅券，農地法，浄化槽，医療従事者免許）については，市町に移譲されたことを住民は高く評価している。○市町で完結する事務に対しては，市町は住民サービスの向上に成果があったと市町は評価している　但し市町で完結しない事務，僅少事務，専門性の高い事務について，市町はサービス低下や維持を危惧しており，市町の評価は低い。○「分権改革推進計画」により目指した「総合的な行政主体の構築」に，権限移譲が効果を発揮したかどうか評価することは困難（どちらともいえない）としたと市町が多数。　但し，市町によっては，まちづくり分野などで効果が発現している事例もみられ，これらの事務については相対的に市町は高い評価をしている。（景観行政等）
○市町では住民と直接窓口で対応しており，処理時間の短縮につながる完結性を住民サービスの評価基準としていると考えられる。○専門性が高く，処理件数の少ない事務については，判断に苦慮し住民への対応に時間を要することで，結果的に住民サービスの低下になっている。　また，市町での完結性が低い事務についても，結果的に県との関与が残るため二重行政となり，移譲されても住民サービスの向上になっていないと考えられる。○権限移譲から時間も余り経過しておらず，法令等で定められた移譲事務の当面の処理に追われているのが現状との声もあり，権限移譲の総合的な評価には至っていないと考えられる，○市町独自の施策展開とマッチした時や，市町独自で懸案事案に向けて対応するなどの動きがある場合，住民サービスに高いメリットが発揮されると考えられる。

県の事務所で手続きができる方がよい2% 市役所・町役場で手続きができる方がよい 72%
どちらでもよい 23% 無回答 3%無回答 4%どちらでもよい 11% 市役所・町役場で手続きができる方がよい 82%

県の事務所で手続きができる方がよい 4%

完結性52%その他48% 1089108910891089
280 112 33333333 20202020 4444117 32 4 121 9 117777 29999 233330100200

300回答事務数
0 1 2 3 4 5 -5-4-3-2-10メリット評価数

無回答5%県の事務所で手続きができる方がよい 1%
どちらでもよい 12%

住民住民住民住民によるによるによるによる評価評価評価評価((((住民住民住民住民サービスサービスサービスサービス））））
どちらかというと良い効果があった74%

良い効果があった9%どちらともいえない17%
良い効果の理由（完結性をあげた市町数）市町市町市町市町によるによるによるによる評価評価評価評価（（（（住民住民住民住民サービスサービスサービスサービス））））

良い効果があった4% どちらかというと良い効果があった13%
どちらかというと悪い影響があった17% 悪い影響があった4% どちらかというと良い効果があった13%

旅券（1725人）

市町市町市町市町のののの評価評価評価評価（（（（計画目標計画目標計画目標計画目標のののの効果効果効果効果））））市町（総括）評価（総合的な行政主体構築） 市町（総括）評価（地域実情に応じたまちづくり実施）

市町評価（サービス向上の有無）

市町で事務が完結していないと回答している事務（１９４事務）の理由別内訳
習熟度などから対応に問題70%その他30%悪い影響の理由（習熟性の低下をあげた市町数）

市町（総括）評価（市町独自の取組実施）

《参考資料》

（独自取組を行っている事例）・土日や時間外対応，支所対応などの窓口拡大　（旅券）など・実情把握のための懇談会等を開催（道路改良）・独自基準を定めるなど地域でのルール作りを　実施（採石，屋外広告物） 　　　　　　　　　　　など

事務の一部移譲など完結しない事務で煩雑になっている　  など（悪い影響として回答があった例）・専門性が高いことや事務頻度が少ないことから，事務処理に多くの時間を要したり，相談者に的確に回答することができなかった。

メリットを多数評価し，デメリットを挙げていない事務
デメリットを多数評価し，メリットを挙げていない事務
〇景観，屋外広告物，建築確認　⇒市全体で景観を保護する取組を実施〇採石業に関する事務　⇒市独自での懸案処理に取組む。〇その他，独自の取組みを行っている率　も高い。（取組率全体3％⇒メリットのみ３項目17％）

移譲によるメリットもデメリットも感じていない事務が最も多い（全体の約６割）市町市町市町市町のののの評価評価評価評価（（（（事務別事務別事務別事務別のののの評価状況評価状況評価状況評価状況））））

事務処理時間，住民の事務手続き，事業執行上の効率化，地域実情の反映，住民意見の状況について，それぞれの項目で市町事業課が良い評価の場合メリットとして１点を加算，悪い評価の場合はデメリットとしてそれぞれｰ１点と加算し，事務別にメリットデメリットを総計
（例）〇公害に関する事務　⇒市だけでは手続きが完了しないため　　利便性や役割分担が問題〇公物管理（道路，河川，急傾斜）　⇒県と市町の役割が不明瞭であり問題

高い効果があった例（景観行政）
景観法を活用し，建物の高さ制限に有効な「景観地区に関する都市計画」や「景観条例」，「景観計画」，「屋外広告物条例」を市独自に制定
建築確認（都市計画法）

景観条例（景観法） 屋外広告物（屋外広告物法）
実効性のある景観保全の取組が必要

一体的に実施景観地区内に屋上広告物の新設を禁止したり，看板の彩度規定などを設けたりするなどの厳格化　また，既存の屋外広告物を撤去するなどの取組を実施
（良い効果）・迅速化，事務合理化，事務の完結性，  能力アップ（悪い影響）・業務負担が増加・効果的・効率的事務処理ができない （良い効果）・地域実情の反映が容易・市民への対応が迅速化（悪い影響）・事務量増で市の業務の処理が優先され，  地域の実情に即した独自のまちづくりに  までつながっていない。

完結していない事例（経由事務）○農地法に関する事務：転用は広島県農業会議への諮問が必要○公害に関する事務：県での内容審査で不備があった場合は，修正・　 差し替え等のため，県で調整（移譲事務と併せ県手続きなどが必要）○JAS法：食品表示に相談を行う場合，JAS法については市，食品衛生   法については県（保健所）で確認（予算や執行の決定権が県）○河川の維持修繕など：当該年度毎に県の予算の範囲内で事業計画を   たて,県からの予算割り当てにより，県の指示の元に修繕工事を実施

メリット大メリット小 デメリット大デメリット小

（アンケート実施内容）期間：6月上旬～7月下旬　　　対象者：各市町窓口に訪問された県民
浄化槽（57人） 医療従事者免許（330人）

無回答 1%どちらでもよい14% 農業委員会（市町）で行う方がよい 84%
県で行う方がよい 1% 農地法(81人） 住民にとって受付窓口が近くなったなど

経由事務18% 移譲事務と併せ県手続きなどが必要68%
県への相談が必要4%広域法人の手続き2%

予算や執行の決定権が県にある8%

　平成２３年２月２１日　市町行財政課
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移譲された事務・権限に対する住民や市町の評価

市役所・町役場で手続きができる方がよい82％

どちらともいえない66％ どちらともいえない83％
独自の取組を行っている　3％ 独自の取組を行っていない　97％

デメリット評価数



傾向 要因○現在，市町事業課において事務遂行が困難と考えている事務は全体の1割。多くが事務習得や維持ヘの不安，行財政改革の中での新たな体制整備への懸念を理由としている。○これまでの支援を継続して欲しいという市町の声は強い。○市町は今後の判断やノウハウの維持に不安があり，県の助言の継続や実践的な研修の改善等を求めている。○集中改革プランにより職員数を削減する中，多くの市町が，権限移譲による執行体制の確保を課題としている。○未移譲の要因としても，専門職員の確保や体制確保，事務の僅少性など，複数の理由を挙げている。○新規移譲希望事務もほとんどなく，これ以上の権限移譲を望んでいない。○移譲項目や権限移譲の進め方は，市町の実情（市町の体制，要望する権限等）に応じて行うべきであるという意見が多くある。
○多くの事務を兼務している中で，移譲事務の習得に時間を要する反面，住民への迅速な対応が求められるため，担当職員は県のフォローアップを期待しているが，今後県は現場経験等が喪失され適切なフォローアップが受けられないとの懸念や，これまでのフォローアップに対する不満などから事務が継続して実施できないと判断していると考えられる。○市町の担当者の経験年数や蓄積経験等の差異から，フォローアップに対するオーダーが多様化していると考えられる。○市町は，行財政改革を最優先課題とする中，新たな事務の増となる移譲を望んでいないと考えられる。

30,00030,50031,00031,50032,00032,50033,000
17 18 19 20 21 22年度

市町職員数（合計） 05001000
1500移譲事務数（累計）市町職員数移譲事務数（累計）

70 224
171 1395

0 400 800 1200これまでの研修は改善する必要がある新たな研修が必要である今までのメニューは継続して必要である研修は不要である。
回答事業数（複数回答）

困難な事例や支障事例が発生した70%
特にない30%

移譲事務移譲事務移譲事務移譲事務をををを処理処理処理処理するするするする市町市町市町市町のののの実態実態実態実態とととと県県県県へのへのへのへの支援要望支援要望支援要望支援要望
88

49
95 142

0 50 100 150住民（事業者）の対応に時間を要する体制を確保していないため事務量への対応が困難である必要な知識や技能の習得を維持することが困難であるその他

回答事務数（複数回答）

移譲事務の執行体制の確保や人事管理上の課題が発生している市町

移譲事務の執行が困難になっている事務数 困難な理由

移譲時

担当者の事務の習得度・判断力等
研修や助言等の支援が不足

県は現場経験が失われ実務レベルが今後急速に低下人事異動時のレベルダウンに不安 今後の研修に不安（特に事務の実践や判断に不安）
県 市町今後の県の支援に不安

・予算確保が困難・移譲前から事務処理方法　が変更になっている。　　　　　　　　　　　　　   など

今後今後今後今後のののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲についてについてについてについて

これまでの県支援の市町評価

市町の事務追加，裁量権拡大要望

権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて（（（（市町意見市町意見市町意見市町意見））））
これまでの研修の市町評価

（協議の進め方に関する主な意見）○移譲協議は短期間で移譲決定を求めるのではなく，十分な協議時間と移行のための準備期間が必要○移譲を受ける判断をするために必要な資料が整理・提示されないなどの事例があった。市町から求め   があれば可能な限り積極的に対応すべき（県の移譲協議方法に対する意見）○県からの移譲項目を多くするのが目的ではなく、住民サービスの向上につながる事務移譲が目的では　 ないか。○権限移譲を進展させたい県側と，市町との間に温度差がある。（移譲対象に対する意見）○市町ごとにどのような行政主体を構築するか検討せず，一律に移譲項目を決めたため，本当に住民   ニーズがあったのか，地域の実情に即した独自のまちづくりに効果があったか疑問である。○市町によって事情が異なるため，県が一律に移譲を推進するのではなく，市町が必要と判断して移譲   を要望する事務だけを移譲するようにすべきだった。

○発生することが稀な事務や権限発揮の実例の集積が見込めないものを移譲することには，疑問を   感じる。○自治体の規模差を設けず移譲を進めてきたが，市町の実情に配慮した移譲計画の策定をすべき○国土保全や広域的視点が必要な事務は県で担うべき○移譲事務は対住民個人分を協議することとし，対業者及び施設管理権限は移譲しないこととしては   どうか○行財政改革が進む中，地域で事務を完結するよりも効率的で公平・公正な事務を行うことを優先すべき○権限移譲するよりも，地域の企画力を育てるための支援や，地域独自の取り組みを阻害している規制   や基準を廃止することに重点を置いてほしい。○市町から県への逆移譲、県内部への移譲も視野に入れて検討すべき○県の権限移譲の進め方に不信感がある。
市町の意見

（市町からの主な改善要望）・県からの助言は，市町が求めている具体的  かつ効果的な指導，助言となるよう改善して  欲しい。（権限移譲が行われていることを理由　に， 助言がされない事例の改善など）・市町への事務処理指導・マニュアルの更新・充実，適切な情報提供・地域の独自性，特性を活かすものでない  事務などは，県内統一した決定がされる  よう支援すべき
（これまでの研修の改善点）・研修時間や参加機会の増加・内容充実（実務処理方法，事例研修など実践的  研修）・レベル別研修実施（初任者，実務経験者向け）                                                       など（新規研修）・これまでの研修の再実施や，法令改正時の研修・一般事務職向けの技術研修（理系分野）・初任者向けや年度替り時の研修　　　など

市町の不安（事務習得の不安）イメージ図 市立小・中・特別支援学校における学級編制や教職員定数，教職員配置等の包括的な権限移譲（義務教育に係る給与費負担は，所要額全般について安定的かつ確実な財源措置を確保した上で，税源移譲により措置）「医療従事者に関する事務」１．管理栄養士養成施設卒業見込みで管理栄養士国家試験を受験した場合の「栄養士免許取得見込照合書」を市で取得可能とする。（市で照合可能とする。）２．准看護師が看護師国家試験を受験する場合の准看護師免許の原本照合を市で実施可能とする。３．医師の医療従事者届事務を市で手続可能とし，全ての医療従事者の届出事務を市で可能とする。一級河川の維持管理（財源とセットで）障害者自立支援に関する事務における事業所の人員配置基準旅券交付を全市町で可能になるような制度改正
市町からの追加要望裁量権拡大要望困難になっていない88%

困難困難困難困難にににになってなってなってなっているいるいるいる12%12%12%12%
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市町の事務実態や意見

市町職員数と移譲事務の推移

1756事務中202事務（全ての市町で実施が困難になっている事務は1事務のみ）
異動時 将来 13780 113 289233 4404209644

0 100 200 300 400 500その他未解決（個別）事案市町実施非効率僅少ノウハウ将来財政負担人員配置困難専門職員危機管理広域性理由
事務数

未移譲となっている理由

・専門的知識を有し即戦力となる　職員の配置が困難　（薬事，生活衛生等）・定数管理の観点から体制づくり　が困難・担当職員と対象者の関係性が　ない職員の確保が困難　　など 今までどおりの支援が必要である54%
今まで受けた支援で十分であり新たな支援は不要である）35%

その他6%支援内容を改善する必要がある5%



傾向 要因○移譲事務交付金と市町の積算額には，全体で約１.９億円の乖離が発生○旅券，農地転用等の事務に大きな乖離が発生○市町により乖離状況は異なるが，１０万人未満の中小規模市町では，概ね県の交付金内で事務処理が行われているが，１０万人を越える市は市積算額が県交付金を上回っている。 ○乖離額の要因は，人件費が▲２.６億円，物件費が＋０.７億円である。○人件費は，事務処理時間の増が大きな要因となっており，移譲後間もないことから，市町間で事務処理の習熟度に差が発生している。また，嘱託員で事務処理を行っている旅券事務については，一律に県交付金単価を乗じて積算しているため，嘱託員を配置している市では実態と差が生じている。○法律改正による事務量の増加を移譲事務交付金に反映していない事務があった。移譲事務交付金移譲事務交付金移譲事務交付金移譲事務交付金とととと市町積算実績額市町積算実績額市町積算実績額市町積算実績額のののの乖離状況乖離状況乖離状況乖離状況 市町積算乖離額市町積算乖離額市町積算乖離額市町積算乖離額（（（（▲▲▲▲１１１１....９９９９億円億円億円億円））））のののの主主主主なななな要因要因要因要因

　　
　　
　　　　　

乖離額内訳▲ 2.6 0.7
▲ 3.0▲ 2.5▲ 2.0▲ 1.5▲ 1.0▲ 0.50.00.51.0

人件費 物件費
(億円) 市町のコスト縮減努力等（＋０.８億円）市町独自事情による経費増（▲０.１億円）

　　　県交付金人役：１１２人役　　　市町積算人役：１３９人役　   　　　　差　　　 　▲２７人役　　　▲２７人役×約７．５百万円（県交付金単価）＝▲２．０億円　
人件費（▲２.６億円）

 （ （ （ （２２２２））））処理件数処理件数処理件数処理件数のののの大幅大幅大幅大幅なななな増加増加増加増加（（（（▲▲▲▲００００....３３３３億円億円億円億円））））　 ⇒交付金算定の係数に前年度の実績値を採用しているもののうち，　　 当年度の実績値が大幅に増加した事務については，県交付額を　　 市町積算額が上回ることとなる。【翌年度翌年度翌年度翌年度のののの交付金交付金交付金交付金でででで措置措置措置措置】】】】

内　　訳（（（（１１１１））））事務処理事務処理事務処理事務処理のののの習熟度習熟度習熟度習熟度によるによるによるによる処理時間処理時間処理時間処理時間ののののバラツキバラツキバラツキバラツキ（（（（▲▲▲▲１１１１....７７７７億円億円億円億円））））　⇒　移譲後間もないため，市町間で事務処理の習熟度に差があり，処理時間がかかっている事務がある。

人件費乖離額の内訳 法改正等の反映もれ1%事務処理時間等の増76%
人件費単価の差 23% ▲２.０億円

▲０.６億円

　　各市町での事務処理時間が平準化されれば，市町人役は県の交付金人役(112人役)と ほぼ同等(109人役)となる。事務処理時間平準化の影響
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コストの状況について

　　　浄化槽法改正により行政の指導監督権限が強化され，法定受検率がアップし市町の事務量が増加しているが，　　それに対応した移譲事務交付金への反映がなされていない。【【【【交付金交付金交付金交付金をををを速速速速やかにやかにやかにやかに見直見直見直見直しししし】】】】③人件費単価を一律に県交付金単価として試算していることによる影響額（▲０．６億円）

市町市町市町市町のののの事務処理時間事務処理時間事務処理時間事務処理時間のののの平準化平準化平準化平準化（（（（イメージイメージイメージイメージ））））
　Ａ市 　Ｂ市　 Ｃ町　　Ｄ町　  Ｅ市  　 Ｆ町 　 Ｇ市

大↑　↓小 対象市町平均事務処理時間処理時間の平準化
県交付額と市町積算額の乖離状況（人口規模別）

▲ 140▲ 120▲ 100▲ 80▲ 60▲ 40▲ 200204060乖離額（百万）

▲ 140▲ 120▲ 100▲ 80▲ 60▲ 40▲ 200204060乖離度(%)

乖離額(交付額－積算額)乖離度(乖離額÷交付額)
人口３万人以上１０万人未満の市町 人口３万人未満の市町人口１０万人以上の市

旅券に係る市町の処理時間
0102030405060708090100（分） 平均処理時間36分 野生生物許可申請に係る市町の処理時間

0123456
789（時間） 平均処理時間1.2時間

県交付額と市町積算額の乖離状況（事務別）
881

791 29 81
76

204
5
64

34 35
110

59600 800 1000 1200 1400交付額
積算額

(百万)

その他 野生生物 浄化槽開発行為 農地転用 旅券
県交付額約10.9億円
市町積算額約12.8億円その他 野生生物 浄化槽 開発行為 農地転用 旅券

▲128▲51▲46▲30▲24+90 乖離額　▲1.9億円　　　　　（▲15％）
▲０.０３億円

※　人口規模別に乖離額の大きい順に並べている。

※　市町の事務処理時間の多い順に並べている。 ※　市町の事務処理時間の多い順に並べている。

①事務処理時間と処理件数の大幅な増による乖離（▲２.０億円）

 ②法改正等に基づく事務量の増加による乖離

（注）積算額は，市町へ照会した平成２１年度の事務処理時間に移譲事務交付金と同額の人件費単価を　　　乗じた額であり，市町の決算額とは異なる。（注）交付額は，市町への移譲事務交付金交付額のうち,「分権改革推進計画」に基づき移譲した事務　　　に係る交付額


